
自主防災組織活性化事業補助金交付の流れ【申請～補助金交付】

自主防災組織 鈴鹿市（防災危機管理課）
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決定通知書を受理後，事業内容を変更する場合は，事業を実施する前に
③補助金変更承認申請書（第５号様式）を提出してから事業を実施してください

③補助金変更承認申請書（第４号
様式）の提出
※決定交付額に変更がある場合

書類審査（変更交付決定）

補助金変更交付決定通知（第
５号様式）による変更決定通知

補助金変更交付決定通知書を
受理

【事業の実施】

防災資器材の購入・修繕等

書類審査（補助金交付確定）

補助金の振込み

④補助金交付請求書（第６号様式）
の提出

⑤補助金実績報告書（第７号様式）
の提出

書類審査（交付決定）

補助金交付決定通知書（第２号様
式）による交付決定通知

①自主防災資機材修繕・購入等の事業
費の見積り

②補助金交付申請書（第１号様式）
事業計画書の提出

補助金交付決定通知書を受理
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提出

通知書
送付

通知書
送付


